
（様式第１号）

教育委員会事務局　生涯学習課

平成３０年１２月　３日から

平成３１年　１月１１日まで

指摘事項

施設の使用料は、利用する日に納付し
なければならないとされているが、利
用日よりも前に納付されているものが
あるなど、利用日当日に納付されてい
ないものがあった。西尾市公民館の設
置及び管理に関する条例並びに西尾市
公民館運営要綱に則った事務処理をさ
れたい。

　　　　的な措置状況を記載してください。

指摘事項に係る措置状況報告書

　　　　た各課の指摘事項を転記してください。

　　　　ついては、その日付を記載してください。
　　　　　また、措置の内容については｢適正に処理しました。｣等の抽象的な表現は避け、具体

　　　２　｢措置状況｣の欄は、措置の内容を記載するとともに、措置年月日が特定できるものに

（注）１　｢指摘事項｣の欄は、「財政援助団体等監査の結果」の「４　監査の結果」に記載され

監査期間

措置状況

高齢者の利用料持参忘れによる後納、定期利用者の要望
による前納等を状況によっては便宜を図って認めてし
まっていたことが原因です。今後は、西尾市公民館運営
要綱第２条に則り、使用料の使用日当日納付を厳守する
よう指導しました。


